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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示設備の制御方法であって、
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検出することと、
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであることを検出した場合、前記ユ
ーザーのアイデンティティ情報を確定することと、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確
定することと、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プリファレンス情報を展示する
指令を送信することと
　含み、
　前記インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検出すること
は、
　前記インテリジェントパッドの圧力情報を収集することと、前記インテリジェントパッ
ドにおける前記圧力情報を収集できる点に応じて、前記インテリジェントパッドに位置す
る対象の形状を確定することと、確定した形状が予め記憶する人体形状と比較し、第一類
似度を取得することと、前記第一類似度が第一設定閾値より大きい場合、前記対象がユー
ザーであると判断することとを含む、表示設備の制御方法。
【請求項２】
　前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定することは、
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　指紋情報、掌紋情報または顔情報が含まれる前記ユーザーの生物特徴情報を収集するこ
とと、収集した生物特徴情報を予め記憶する正規ユーザーの生物特徴情報と比較すること
と、収集した生物特徴情報と一つの正規ユーザーの生物特徴情報の第二類似度が第二設定
閾値より大きい場合、予め記憶する前記一つの正規ユーザーのアイデンティティ情報を読
み取ることとを含み、
　又は、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定することは、
　前記ユーザーが端末のアプリケーションにログインする時に使用するアカウント情報を
読み取ることと、前記アカウント情報に応じて、前記ユーザーのアイデンティティ情報を
確定することとを含む、請求項１に記載の表示設備の制御方法。
【請求項３】
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確
定することは、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて、第三履歴時間帯内の前記ユーザーの履
歴観覧情報を読み取ることと、前記履歴観覧情報を分析し、前記ユーザーのプリファレン
ス情報を取得することとを含み、
　又は、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確
定することは、
　前記インテリジェントパッドにおけるユーザーの数が少なくとも二つである場合、ユー
ザーがインテリジェントパッドに接触する順序を取得することと、前記ユーザーのアイデ
ンティティ情報に応じて各ユーザーに対応するプリファレンス情報を確定することと、前
記順序に応じて各前記プリファレンス情報をソートして、プリファレンス情報リストを取
得することとを含む、請求項１に記載の表示設備の制御方法。
【請求項４】
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プリファレンス情報を展示する
指令を送信することは、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備と無線接続を確立することと、
　前記無線接続によって、前記表示設備へスタートアップ指令と前記プリファレンス情報
を展示する指令を送信することと
　を含む、請求項１に記載の表示設備の制御方法。
【請求項５】
　表示設備の制御方法であって、
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検出することと、
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであることを検出した場合、前記ユ
ーザーのアイデンティティ情報を確定することと、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確
定することと、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プリファレンス情報を展示する
指令を送信することと
　を含み、
　前記インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検出すること
は、
　前記インテリジェントパッドの圧力情報を収集することと、前記インテリジェントパッ
ドにおける前記圧力情報を収集できる点に応じて、応力印加面積を確定することと、前記
圧力情報と前記応力印加面積の比率を計算し、前記インテリジェントパッドに位置する対
象の密度を取得することと、計算した密度が予め記憶する人体密度範囲内にある場合、前
記対象がユーザーであると判断することとを含む、表示設備の制御方法。
【請求項６】
　前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定することは、
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　前記圧力情報、応力印加面積または密度を含む生理パラメータとデータ表における各サ
ンプル生理パラメータの差分値を計算することと、
　各差分値から許可変動範囲内の目標差分値を選出し、前記目標差分値に対応する目標サ
ンプル生理パラメータを確定することと、
　サンプル生理パラメータとユーザーのアイデンティティ情報の対応関係が記録される前
記データ表から、前記目標サンプル生理パラメータに対応するユーザーのアイデンティテ
ィ情報を取得することと
　を含む、請求項５に記載の表示設備の制御方法。
【請求項７】
　前記データ表の確立方法は、
　データベースから第一履歴時間帯内の各ユーザーの履歴生理パラメータを取得すること
と、
　各ユーザーの履歴生理パラメータに対して平均値を求め、当該ユーザーのサンプル生理
パラメータを取得することと、
　ユーザーのアイデンティティ情報とサンプル生理パラメータの対応関係を確立し、デー
タ表を取得することと
　を含む、請求項６に記載の表示設備の制御方法。
【請求項８】
　前記許可変動範囲の確定方法は、
　ユーザーの第二履歴時間帯内の運動パラメータを取得することと、
　前記運動パラメータをユーザーの運動上限値及び運動下限値と比較することと、
　比較結果に応じて前記ユーザーの運動パラメータの許可変動範囲を確定することと
　を含む、請求項６に記載の表示設備の制御方法。
【請求項９】
　前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定することは、
　指紋情報、掌紋情報または顔情報が含まれる前記ユーザーの生物特徴情報を収集するこ
とと、
　収集した生物特徴情報を予め記憶する正規ユーザーの生物特徴情報と比較することと、
　収集した生物特徴情報と一つの正規ユーザーの生物特徴情報の第二類似度が第二設定閾
値より大きい場合、予め記憶する前記一つの正規ユーザーのアイデンティティ情報を読み
取ることと
　を含む、請求項５に記載の表示設備の制御方法。
【請求項１０】
　前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定することは、
　前記ユーザーが端末のアプリケーションにログインする時に使用するアカウント情報を
読み取ることと、
　前記アカウント情報に応じて、前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定することと
　を含む、請求項５に記載の表示設備の制御方法。
【請求項１１】
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確
定することは、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて、第三履歴時間帯内の前記ユーザーの履
歴観覧情報を読み取ることと、
　前記履歴観覧情報を分析し、前記ユーザーのプリファレンス情報を取得することと
　を含む、請求項５に記載の表示設備の制御方法。
【請求項１２】
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確
定することは、
　前記インテリジェントパッドにおけるユーザーの数が少なくとも二つである場合、ユー
ザーがインテリジェントパッドに接触する順序を取得することと、
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　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて各ユーザーに対応するプリファレンス情
報を確定することと、
　前記順序に応じて各前記プリファレンス情報をソートして、プリファレンス情報リスト
を取得することと
　を含む、請求項５に記載の表示設備の制御方法。
【請求項１３】
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プリファレンス情報を展示する
指令を送信することは、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備と無線接続を確立することと、
　前記無線接続によって、前記表示設備へスタートアップ指令と前記プリファレンス情報
を展示する指令を送信することと
　を含む、請求項５に記載の表示設備の制御方法。
【請求項１４】
　前記プリファレンス情報は、オーディオ、ビデオ、画像、ウェブページ、電子書籍のう
ちの一種または複数種を含む、請求項５～１３のいずれか一項に記載の表示設備の制御方
法。
【請求項１５】
　表示設備の制御装置であって、
　インテリジェントパッドに位置するユーザーのアイデンティティ情報を確定するように
構成されるアイデンティティ情報確定ユニットと、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確
定するように構成されるプリファレンス情報確定ユニットと、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プリファレンス情報を展示する
指令を送信するように構成される指令送信ユニットと
　を含み、
　前記アイデンティティ情報確定ユニットは、
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検出するように構
成される対象判断サブユニットと
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであることを検出した場合、前記ユ
ーザーのアイデンティティ情報を確定するように構成される情報確定サブユニットと
　を含み、
　前記対象判断サブユニットは、
　前記インテリジェントパッドの圧力情報を収集するように構成される第一圧力情報取得
モジュールと、
　前記インテリジェントパッドにおける前記圧力情報を収集できる点に応じて、前記イン
テリジェントパッドに位置する対象の形状を確定するように構成される形状確定モジュー
ルと、
　確定した形状が予め記憶する人体形状と比較し、第一類似度を取得するように構成され
る第一類似度確定モジュールと、
　前記第一類似度が第一設定閾値より大きい場合、前記対象がユーザーであると判断する
ように構成される第二判断モジュールと
　を含む、表示設備の制御装置。
【請求項１６】
　前記情報確定サブユニットは、
　指紋情報、掌紋情報または顔情報が含まれる前記ユーザーの生物特徴情報を収集するよ
うに構成される生物特徴情報取得モジュールと、収集した生物特徴情報を予め記憶する正
規ユーザーの生物特徴情報と比較するように構成される比較モジュールと、収集した生物
特徴情報と一つの正規ユーザーの生物特徴情報の第二類似度が第二設定閾値より大きい場
合、予め記憶する前記一つの正規ユーザーのアイデンティティ情報を読み取るように構成
される第二アイデンティティ情報確定モジュールとを含み、
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　又は、
　前記情報確定サブユニットは、
　前記ユーザーが端末のアプリケーションにログインする時に使用するアカウント情報を
読み取るように構成されるアカウント情報読取モジュールと、前記アカウント情報に応じ
て、前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定するように構成される第三アイデンティ
ティ情報確定モジュールとを含む、請求項１５に記載の表示設備の制御装置。
【請求項１７】
　前記プリファレンス情報確定ユニットは、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて、第三履歴時間帯内の前記ユーザーの履
歴観覧情報を読み取るように構成される履歴観覧情報取得サブユニットと、前記履歴観覧
情報を分析し、前記ユーザーのプリファレンス情報を取得するように構成される第一プリ
ファレンス情報確定サブモジュールとを含み、
　又は、
　前記プリファレンス情報確定ユニットは、
　前記インテリジェントパッドにおけるユーザーの数が少なくとも二つである場合、ユー
ザーがインテリジェントパッドに接触する順序を取得するように構成される順序取得サブ
ユニットと、前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて各ユーザーに対応するプリフ
ァレンス情報を確定するように構成される第二プリファレンス情報確定サブユニットと、
前記順序に応じて各前記プリファレンス情報をソートして、プリファレンス情報リストを
取得するように構成されるプリファレンス情報リスト確定サブユニットとを含む、請求項
１５に記載の表示設備の制御装置。
【請求項１８】
　前記指令送信ユニットは、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備と無線接続を確立するように構成され
る接続確立サブユニットと、
　前記無線接続によって、前記表示設備へスタートアップ指令と前記プリファレンス情報
を展示する指令を送信するように構成される指令送信サブユニットと
　を含む、請求項１５に記載の表示設備の制御装置。
【請求項１９】
　表示設備の制御装置であって、
　インテリジェントパッドに位置するユーザーのアイデンティティ情報を確定するように
構成されるアイデンティティ情報確定ユニットと、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確
定するように構成されるプリファレンス情報確定ユニットと、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プリファレンス情報を展示する
指令を送信するように構成される指令送信ユニットと
　を含み、
　前記アイデンティティ情報確定ユニットは、
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検出するように構
成される対象判断サブユニットと
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであることを検出した場合、前記ユ
ーザーのアイデンティティ情報を確定するように構成される情報確定サブユニットと
　を含み、
　前記対象判断サブユニットは、
　前記インテリジェントパッドの圧力情報を収集するように構成される第二圧力情報取得
モジュールと、
　前記インテリジェントパッドにおける前記圧力情報を収集できる点に応じて、応力印加
面積を確定するように構成される応力印加面積確定モジュールと、
　前記圧力情報と前記応力印加面積の比率を計算し、前記インテリジェントパッドに位置
する対象の密度を取得するように構成される密度確定モジュールと、
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　計算した密度が予め記憶する人体密度範囲内にある場合、前記対象がユーザーであると
判断するように構成される第三判断モジュールと
　を含む、表示設備の制御装置。
【請求項２０】
　前記情報確定サブユニットは、
　前記圧力情報、応力印加面積または密度を含む生理パラメータとデータ表における各サ
ンプル生理パラメータの差分値を計算するように構成される差分値計算モジュールと、
　各差分値から許可変動範囲内の目標差分値を選出し、前記目標差分値に対応する目標サ
ンプル生理パラメータを確定するように構成される目標サンプル生理パラメータ確定モジ
ュールと、
　サンプル生理パラメータとユーザーのアイデンティティ情報の対応関係が記録される前
記データ表から、前記目標サンプル生理パラメータに対応するユーザーのアイデンティテ
ィ情報を取得するように構成される第一アイデンティティ情報確定モジュールと
　を含む、請求項１９に記載の表示設備の制御装置。
【請求項２１】
　前記情報確定サブユニットは、さらに
　データベースから第一履歴時間帯内の各ユーザーの履歴生理パラメータを取得するよう
に構成される履歴生理パラメータ取得モジュールと、
　各ユーザーの履歴生理パラメータに対して平均値を求め、当該ユーザーのサンプル生理
パラメータを取得するように構成されるサンプル生理パラメータ確定モジュールと、
　ユーザーのアイデンティティ情報とサンプル生理パラメータの対応関係を確立し、デー
タ表を取得するように構成されるデータ表確定モジュールと
　を含む、請求項２０に記載の表示設備の制御装置。
【請求項２２】
　前記情報確定サブユニットは、さらに
　前記ユーザーの第二履歴時間帯内の運動パラメータを取得するように構成される運動パ
ラメータ取得モジュールと、
　前記運動パラメータをユーザーの運動上限値及び運動下限値と比較するように構成され
る比較モジュールと、
　比較結果に応じて前記ユーザーの運動パラメータの許可変動範囲を確定するように構成
される変動範囲確定モジュールと
　を含む、請求項２０に記載の表示設備の制御装置。
【請求項２３】
　前記情報確定サブユニットは、
　指紋情報、掌紋情報または顔情報が含まれる前記ユーザーの生物特徴情報を収集するよ
うに構成される生物特徴情報取得モジュールと、
　収集した生物特徴情報を予め記憶する正規ユーザーの生物特徴情報と比較するように構
成される比較モジュールと、
　収集した生物特徴情報と一つの正規ユーザーの生物特徴情報の第二類似度が第二設定閾
値より大きい場合、予め記憶する前記一つの正規ユーザーのアイデンティティ情報を読み
取るように構成される第二アイデンティティ情報確定モジュールと
　を含む、請求項１９に記載の表示設備の制御装置。
【請求項２４】
　前記情報確定サブユニットは、
　前記ユーザーが端末のアプリケーションにログインする時に使用するアカウント情報を
読み取るように構成されるアカウント情報読取モジュールと、
　前記アカウント情報に応じて、前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定するように
構成される第三アイデンティティ情報確定モジュールと
　を含む、請求項１９に記載の表示設備の制御装置。
【請求項２５】
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　前記プリファレンス情報確定ユニットは、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて、第三履歴時間帯内の前記ユーザーの履
歴観覧情報を読み取るように構成される履歴観覧情報取得サブユニットと、
　前記履歴観覧情報を分析し、前記ユーザーのプリファレンス情報を取得するように構成
される第一プリファレンス情報確定サブモジュールと
　を含む、請求項１９に記載の表示設備の制御装置。
【請求項２６】
　前記プリファレンス情報確定ユニットは、
　前記インテリジェントパッドにおけるユーザーの数が少なくとも二つである場合、ユー
ザーがインテリジェントパッドに接触する順序を取得するように構成される順序取得サブ
ユニットと、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて各ユーザーに対応するプリファレンス情
報を確定するように構成される第二プリファレンス情報確定サブユニットと、
　前記順序に応じて各前記プリファレンス情報をソートして、プリファレンス情報リスト
を取得するように構成されるプリファレンス情報リスト確定サブユニットと
　を含む、請求項１９に記載の表示設備の制御装置。
【請求項２７】
　前記指令送信ユニットは、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備と無線接続を確立するように構成され
る接続確立サブユニットと、
　前記無線接続によって、前記表示設備へスタートアップ指令と前記プリファレンス情報
を展示する指令を送信するように構成される指令送信サブユニットと
　を含む、請求項１９に記載の表示設備の制御装置。
【請求項２８】
　装置であって、
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検出し、
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであることを検出した場合、前記ユ
ーザーのアイデンティティ情報を確定し、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確
定し、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プリファレンス情報を展示する
指令を送信するように構成されるプロセッサと、
　プロセッサが実行可能な指令を記憶するように構成されるメモリーと
　を含み、
　前記インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検出すること
は、
　前記インテリジェントパッドの圧力情報を収集することと、前記インテリジェントパッ
ドにおける前記圧力情報を収集できる点に応じて、前記インテリジェントパッドに位置す
る対象の形状を確定することと、確定した形状が予め記憶する人体形状と比較し、第一類
似度を取得することと、前記第一類似度が第一設定閾値より大きい場合、前記対象がユー
ザーであると判断することとを含む、装置。
【請求項２９】
　装置であって、
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検出し、
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであることを検出した場合、前記ユ
ーザーのアイデンティティ情報を確定し、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確
定し、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プリファレンス情報を展示する
指令を送信するように構成されるプロセッサと、
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　プロセッサが実行可能な指令を記憶するように構成されるメモリーと
　を含み、
　前記インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検出すること
は、
　前記インテリジェントパッドの圧力情報を収集することと、前記インテリジェントパッ
ドにおける前記圧力情報を収集できる点に応じて、応力印加面積を確定することと、前記
圧力情報と前記応力印加面積の比率を計算し、前記インテリジェントパッドに位置する対
象の密度を取得することと、計算した密度が予め記憶する人体密度範囲内にある場合、前
記対象がユーザーであると判断することとを含む、装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、出願号が２０１５１０５１５８８８．７であり、出願日が２０１５年８月２０
日である中国特許出願に基づいて提出され、当該中国特許出願の優先権を主張し、且つ前
記中国特許出願のすべての内容を本願に援用する。
【０００２】
　本発明は、インテリジェントホーム技術分野に関し、特に、表示設備の制御方法、装置
及びインテリジェントパッドに関する。
【背景技術】
【０００３】
　日常の生活において、一般のに、ユーザーがパッドに寝そべてまたは座る時、表示設備
を開き検索し、自分の好きな情報を選択することに慣れる。ここで、前記パッドは、マッ
トレス、シートクッション、ソファクッションなどであってもよい。マットレスを例とし
て、ユーザーがマットレスに寝そべる時、往々にして、表示設備を開き、自分の好きなテ
レビドラマ、映画、電子書籍などを検索することに慣れる。しかし、ユーザーがパッドに
寝そべてまたは座って自分の好きな情報を検索する時、情報量が大きいため、検索効率が
低く、ユーザーの体験がよくない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本開示実施例は、表示設備の制御方法、装置及びインテリジェントパッドを提供し、相
関技術における情報検索効率がより低く、ユーザーの体験がよくない問題を解決する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本開示実施例の第一方面によって、表示設備の制御方法を提供し、当該方法は、
　インテリジェントパッドに位置するユーザーのアイデンティティ情報を確定することと
、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確
定することと、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プリファレンス情報を展示する
指令を送信することとを含む。
【０００６】
　選択的に、前記インテリジェントパッドに位置するユーザーのアイデンティティ情報を
確定することは、
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検出することと、
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであることを検出した場合、前記ユ
ーザーのアイデンティティ情報を確定することとを含む。
【０００７】
　選択的に、前記インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検
出することは、
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　前記インテリジェントパッドの温度データを収集することと、
　前記温度データが予め記憶する人体温度範囲内にある場合、前記インテリジェントパッ
ドに位置する対象がユーザーであると判断することとを含む。
【０００８】
　選択的に、前記インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検
出することは、
　前記インテリジェントパッドの圧力情報を収集することと、
　前記インテリジェントパッドにおける前記圧力情報を収集できる点に応じて、前記イン
テリジェントパッドに位置する対象の形状を確定することと、
　確定した形状が予め記憶する人体形状と比較し、第一類似度を取得することと、
　前記第一類似度が第一設定閾値より大きい場合、前記対象がユーザーであると判断する
こととを含む。
【０００９】
　選択的に、前記インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検
出することは、
　前記インテリジェントパッドの圧力情報を収集することと、
　前記インテリジェントパッドにおける前記圧力情報を収集できる点に応じて、応力印加
面積を確定することと、
　前記圧力情報と前記応力印加面積の比率を計算し、前記インテリジェントパッドに位置
する対象の密度を取得することと、
　計算した密度が予め記憶する人体密度範囲内にある場合、前記対象がユーザーであると
判断することとを含む。
【００１０】
　選択的に、前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定することは、
　前記圧力情報、応力印加面積または密度を含む生理パラメータとデータ表における各サ
ンプル生理パラメータの差分値を計算することと、
　各差分値から許可変動範囲内の目標差分値を選出し、前記目標差分値に対応する目標サ
ンプル生理パラメータを確定することと、
　サンプル生理パラメータとユーザーのアイデンティティ情報の対応関係が記録される前
記データ表から、前記目標サンプル生理パラメータに対応するユーザーのアイデンティテ
ィ情報を取得することとを含む。
【００１１】
　選択的に、前記データ表の確立方法は、
　データベースから第一履歴時間帯内の各ユーザーの履歴生理パラメータを取得すること
と、
　各ユーザーの履歴生理パラメータに対して平均値を求め、当該ユーザーのサンプル生理
パラメータを取得することと、
　ユーザーのアイデンティティ情報とサンプル生理パラメータの対応関係を確立し、デー
タ表を取得することとを含む。
【００１２】
　選択的に、前記許可変動範囲の確定方法は、
　ユーザーの第二履歴時間帯内の運動パラメータを取得することと、
　前記運動パラメータをユーザーの運動上限値及び運動下限値と比較することと、
　比較結果に応じて前記ユーザーの運動パラメータの許可変動範囲を確定することとを含
む。
【００１３】
　選択的に、前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定することは、
　指紋情報、掌紋情報または顔情報が含まれる前記ユーザーの生物特徴情報を収集するこ
とと、
　収集した生物特徴情報を予め記憶する正規ユーザーの生物特徴情報と比較することと、
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　収集した生物特徴情報と一つの正規ユーザーの生物特徴情報の第二類似度が第二設定閾
値より大きい場合、予め記憶する前記一つの正規ユーザーのアイデンティティ情報を読み
取ることとを含む。
【００１４】
　選択的に、前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定することは、
　前記ユーザーが端末のアプリケーションにログインする時に使用するアカウント情報を
読み取ることと、
　前記アカウント情報に応じて、前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定することと
を含む。
【００１５】
　選択的に、前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレン
ス情報を確定することは、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて、第三履歴時間帯内の前記ユーザーの履
歴観覧情報を読み取ることと、
　前記履歴観覧情報を分析し、前記ユーザーのプリファレンス情報を取得することとを含
む。
【００１６】
　選択的に、前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレン
ス情報を確定することは、
　前記インテリジェントパッドにおけるユーザーの数が少なくとも二つである場合、ユー
ザーがインテリジェントパッドに接触する順序を取得することと、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて各ユーザーに対応するプリファレンス情
報を確定することと、
　前記順序に応じて各前記プリファレンス情報をソートして、プリファレンス情報リスト
を取得することとを含む。
【００１７】
　選択的に、前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プリファレンス情報
を展示する指令を送信することは、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備と無線接続を確立することと、
　前記無線接続によって、前記表示設備へスタートアップ指令と前記プリファレンス情報
を展示する指令を送信することとを含む。
【００１８】
　選択的に、前記プリファレンス情報は、
　オーディオ、ビデオ、画像、ウェブページ、電子書籍のうちの一種または複数種を含む
。
【００１９】
　本開示実施例の第二方面によって、表示設備の制御装置を提供し、当該装置は、
　インテリジェントパッドに位置するユーザーのアイデンティティ情報を確定するように
構成されるアイデンティティ情報確定ユニットと、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確
定するように構成されるプリファレンス情報確定ユニットと、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プリファレンス情報を展示する
指令を送信するように構成される指令送信ユニットとを含む。
【００２０】
　選択的に、前記アイデンティティ情報確定ユニットは、
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検出するように構
成される対象判断サブユニットと、
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであることを検出した場合、前記ユ
ーザーのアイデンティティ情報を確定するように構成される情報確定サブユニットとを含
む。
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【００２１】
　選択的に、前記対象判断サブユニットは、
　前記インテリジェントパッドの温度データを収集するように構成される温度データ取得
モジュールと、
　前記温度データが予め記憶する人体温度範囲内にある場合、前記インテリジェントパッ
ドに位置する対象がユーザーであると判断するように構成される第一判断モジュールとを
含む。
【００２２】
　選択的に、前記対象判断サブユニットは、
　前記インテリジェントパッドの圧力情報を収集するように構成される第一圧力情報取得
モジュールと、
　前記インテリジェントパッドにおける前記圧力情報を収集できる点に応じて、前記イン
テリジェントパッドに位置する対象の形状を確定するように構成される形状確定モジュー
ルと、
　確定した形状が予め記憶する人体形状と比較し、第一類似度を取得するように構成され
る第一類似度確定モジュールと、
　前記第一類似度が第一設定閾値より大きい場合、前記対象がユーザーであると判断する
ように構成される第二判断モジュールとを含む。
【００２３】
　選択的に、前記対象判断サブユニットは、
　前記インテリジェントパッドの圧力情報を収集するように構成される第二圧力情報取得
モジュールと、
　前記インテリジェントパッドにおける前記圧力情報を収集できる点に応じて、応力印加
面積を確定するように構成される応力印加面積確定モジュールと、
　前記圧力情報と前記応力印加面積の比率を計算し、前記インテリジェントパッドに位置
する対象の密度を取得するように構成される密度確定モジュールと、
　計算した密度が予め記憶する人体密度範囲内にある場合、前記対象がユーザーであると
判断するように構成される第三判断モジュールとを含む。
【００２４】
　選択的に、前記情報確定サブユニットは、
　前記圧力情報、応力印加面積または密度を含む生理パラメータとデータ表における各サ
ンプル生理パラメータの差分値を計算するように構成される差分値計算モジュールと、
　各差分値から許可変動範囲内の目標差分値を選出し、前記目標差分値に対応する目標サ
ンプル生理パラメータを確定するように構成される目標サンプル生理パラメータ確定モジ
ュールと、
　サンプル生理パラメータとユーザーのアイデンティティ情報の対応関係が記録される前
記データ表から、前記目標サンプル生理パラメータに対応するユーザーのアイデンティテ
ィ情報を取得するように構成される第一アイデンティティ情報確定モジュールとを含む。
【００２５】
　選択的に、前記情報確定サブユニットは、さらに
　データベースから第一履歴時間帯内の各ユーザーの履歴生理パラメータを取得するよう
に構成される履歴生理パラメータ取得モジュールと、
　各ユーザーの履歴生理パラメータに対して平均値を求め、当該ユーザーのサンプル生理
パラメータを取得するように構成されるサンプル生理パラメータ確定モジュールと、
　ユーザーのアイデンティティ情報とサンプル生理パラメータの対応関係を確立し、デー
タ表を取得するように構成されるデータ表確定モジュールとを含む。
【００２６】
　選択的に、前記情報確定サブユニットは、さらに
　前記ユーザーの第二履歴時間帯内の運動パラメータを取得するように構成される運動パ
ラメータ取得モジュールと、
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　前記運動パラメータをユーザーの運動上限値及び運動下限値と比較するように構成され
る比較モジュールと、
　比較結果に応じて前記ユーザーの運動パラメータの許可変動範囲を確定するように構成
される変動範囲確定モジュールとを含む。
【００２７】
　選択的に、前記情報確定サブユニットは、
　指紋情報、掌紋情報または顔情報が含まれる前記ユーザーの生物特徴情報を収集するよ
うに構成される生物特徴情報取得モジュールと、
　収集した生物特徴情報を予め記憶する正規ユーザーの生物特徴情報と比較するように構
成される比較モジュールと、
　収集した生物特徴情報と一つの正規ユーザーの生物特徴情報の第二類似度が第二設定閾
値より大きい場合、予め記憶する前記一つの正規ユーザーのアイデンティティ情報を読み
取るように構成される第二アイデンティティ情報確定モジュールとを含む。
【００２８】
　選択的に、前記情報確定サブユニットは、
　前記ユーザーが端末のアプリケーションにログインする時に使用するアカウント情報を
読み取るように構成されるアカウント情報読取モジュールと、
　前記アカウント情報に応じて、前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定するように
構成される第三アイデンティティ情報確定モジュールとを含む。
【００２９】
　選択的に、前記プリファレンス情報確定ユニットは、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて、第三履歴時間帯内の前記ユーザーの履
歴観覧情報を読み取るように構成される履歴観覧情報取得サブユニットと、
　前記履歴観覧情報を分析し、前記ユーザーのプリファレンス情報を取得するように構成
される第一プリファレンス情報確定サブモジュールとを含む。
【００３０】
　選択的に、前記プリファレンス情報確定ユニットは、
　前記インテリジェントパッドにおけるユーザーの数が少なくとも二つである場合、ユー
ザーがインテリジェントパッドに接触する順序を取得するように構成される順序取得サブ
ユニットと、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて各ユーザーに対応するプリファレンス情
報を確定するように構成される第二プリファレンス情報確定サブユニットと、
　前記順序に応じて各前記プリファレンス情報をソートして、プリファレンス情報リスト
を取得するように構成されるプリファレンス情報リスト確定サブユニットとを含む。
【００３１】
　選択的に、前記指令送信ユニットは、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備と無線接続を確立するように構成され
る接続確立サブユニットと、
　前記無線接続によって、前記表示設備へスタートアップ指令と前記プリファレンス情報
を展示する指令を送信するように構成される指令送信サブユニットとを含む。
【００３２】
　本開示実施例の第三方面によって、装置を提供し、当該装置は、
　インテリジェントパッドに位置するユーザーのアイデンティティ情報を確定し、
　前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確
定し、
　前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プリファレンス情報を展示する
指令を送信するように構成されるプロセッサと、
　プロセッサが実行可能な指令を記憶するように構成されるメモリーとを含む。
【００３３】
　本開示実施例の第四方面によって、インテリジェントパッドを提供し、当該インテリジ
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ェントパッドは、
　インテリジェントパッドにおけるデータを収集するように構成され、格子状のように前
記インテリジェントパッドに均一に配置されるセンサと、
　端末は前記データに応じてインテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであると
確定し前記インテリジェントパッドに関連する表示設備を制御して前記ユーザーのプリフ
ァレンス情報を展示するために、前記センサが収集したデータを端末へ伝送するように構
成される伝送装置とを含む。
【００３４】
　本開示の実施例に提供する技術案は、以降の有益な効果がある。
【００３５】
　本開示実施例は、インテリジェントパッドのユーザーのアイデンティティ情報を確定す
ることによって、ユーザーのアイデンティティ情報に応じてユーザーのプリファレンス情
報を確定し、インテリジェントパッドに関連する表示設備へプリファレンス情報を展示す
る指令を送信し、インテリジェントパッドのユーザーのプリファレンス情報を展示するこ
とを実現し、ユーザーが大量のデータから手動で自分のプリファレンス情報を選択するこ
とを避けて、検索効率を高めて、ユーザーが使用しやすくする。
【００３６】
　本開示実施例は、まず、インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかど
うかを判断し、対象がユーザーである場合、ユーザーのアイデンティティ情報を確定する
。非人体の他の物体をフィルタし、ユーザーのみを識別してアイデンティティ情報を確定
し、他の物体を識別しないため、アイデンティティ情報を確定する効率を高める。
【００３７】
　本開示実施例において、インテリジェントパッドの温度データを収集し、温度データを
予め記憶する人体温度範囲と比較し、温度データが予め記憶する人体温度範囲内にある時
にインテリジェントパッドにおける対象がユーザーであると判断し、これによって、判断
効率を高めることができる。
【００３８】
　本開示実施例において、インテリジェントパッドにおける圧力情報を収集し、インテリ
ジェントパッドにおける圧力情報を収集できる点に応じてインテリジェントパッドにおけ
る対象の形状を確定し、確定した形状を予め記憶する人体形状と比較し、これによって、
インテリジェントパッドにおける対象がユーザーであるかどうかを判断でき、判断効率を
高める。
【００３９】
　本開示実施例において、インテリジェントパッドにおける圧力情報を収集することによ
って、インテリジェントパッドにおける圧力情報を収集できる点に応じて応力印加面積を
確定し、圧力情報と応力印加面積の比率を計算し、前記インテリジェントパッドにおける
対象の密度を取得し、計算した密度が予め記憶する人体密度範囲内にある時、対象がユー
ザーであると判断する。密度でインテリジェントパッドにおける対象がユーザーであるか
どうかを判断し、判断正確率を高める。
【００４０】
　本開示実施例において、生理パラメータとデータ表における各サンプル生理パラメータ
の差分値を計算し、各差分値から許可変動範囲内の目標差分値を選出し、さらにユーザー
のアイデンティティ情報を確定することによって、生理パラメータに応じてアイデンティ
ティ情報を確定できる。生理パラメータについて、ユーザーを確定する時に収集したため
、アイデンティティ情報を確定する時に他のデータを収集する必要がなく、資源を節約で
きる。
【００４１】
　本開示実施例において、履歴生理パラメータに対して平均値を求め、サンプル生理パラ
メータを取得し、かつユーザーのアイデンティティ情報とサンプル生理パラメータの対応
関係を確立し、データ表を取得することによって、サンプル生理パラメータの信頼性を高
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める。
【００４２】
　本開示実施例において、ユーザーの第二履歴時間帯内の運動パラメータを取得し、運動
パラメータをユーザーの運動上限値及び運動下限値と比較し、比較結果に応じてユーザー
の運動パラメータの許可変動範囲を確定する。運動パラメータに応じて許可変動範囲を調
整し、生理パラメータが運動パラメータに従って変動する要素を考えて、許可変動範囲の
正確度を高め、さらに、アイデンティティ情報を確定する正確度を高める。
【００４３】
　本開示実施例において、収集した生物特徴情報を予め記憶する正規ユーザの生物特徴情
報と比較して、ユーザーのアイデンティティ情報を確定することによって、確定の正確度
を高めることができる。
【００４４】
　本開示実施例において、ユーザーが端末のアプリケーションにログインするときに使用
するアカウント情報を読み取り、アカウント情報に応じてユーザーのアイデンティティ情
報を確定することによって、確定の効率と正確率を高める。
【００４５】
　本開示実施例において、ユーザーのアイデンティティ情報に応じて第三履歴時間帯内の
前記ユーザーの履歴観覧情報を読み取り、履歴観覧情報を分析しユーザーのプリファレン
ス情報を取得し、プリファレンス情報を取得する正確率を高める。
【００４６】
　本開示実施例において、ユーザーがインテリジェントパッドに接触する順序に従ってプ
リファレンス情報の順序を確定し、先にパッドに接触するユーザーが自分の好きな情報を
優先的に見る権利があり、ユーザー体験を高める。
【００４７】
　本開示実施例において、表示設備へスタートアップ指令とプリファレンス情報を展示す
る指令を送信することによって、自動的にスタートアップ、かつプリファレンス情報を展
示することを実現し、ユーザー体験を高める。
【００４８】
　以上の一般のな説明と後の詳しい説明は、例示のと解釈のな説明であるが本開示を限定
しないと理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１Ａ】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御方法のフロチャート。
【図１Ｂ】本開示の例示的な実施例によって示すプリファレンス情報を展示する模式図。
【図２】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御方法の適用シーン模式図。
【図３】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御装置のブロック図。
【図４】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御装置のブロック図。
【図５】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御装置のブロック図。
【図６】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御装置のブロック図。
【図７】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御装置のブロック図。
【図８】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御装置のブロック図。
【図９】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御装置のブロック図。
【図１０】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御装置のブロック図。
【図１１】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御装置のブロック図。
【図１２】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御装置のブロック図。
【図１３】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御装置のブロック図。
【図１４】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御装置のブロック図。
【図１５】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御装置のブロック図。
【図１６】本開示の例示的な実施例によって示す表示設備に用いられる制御装置の構造模
式図。
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【発明を実施するための形態】
【００５０】
　ここで添付した図面は、明細書に引き入れて本明細書の一部分を構成し、本開示に合う
実施例を示し、かつ、明細書とともに本発明の原理を解釈することに用いられる。
【００５１】
　ここで、例示的な実施例に対して詳しく説明し、その例を添付した図面に示す。以降の
説明は添付した図面に関する場合、別段の示すことがない限り、異なる図面の同一的な数
字は同一的なまたは類似する要素を示す。以降の例示的な実施例において説明した実施形
態は、本開示実施例と一致するすべての実施形態を代表しない。それに反して、それらは
、添付した請求項に詳しく説明したもののように、本開示実施例の一部の方面と一致する
装置及び方法の例だけである。
【００５２】
　本開示実施例に使用する用語は、特定の実施例だけを説明するものであり、本開示を限
定することを目指しない。本開示と添付した請求項に使用する単数形の「一種」、「前記
」及び「当該」について、コンテクストが他の意味を明らかに表しない限り、複数形を含
むことを目指す。本文に使用する用語「及び／または」について、一つまたは複数の関連
するリスト項目のいかなるまたはすべての可能な組み合わせを指しかつ含むと理解すべき
である。
【００５３】
　本開示実施例において、術語である第一、第二、第三などを採用して各種の情報を述べ
表す可能性があるが、これらの情報はこれらの用語に限定されないと理解すべきである。
これらの用語は、同一的なタイプの情報を区別することに用いられる。例えば、本開示実
施例の範囲を逸脱しない場合、第一情報は第二情報にも呼ばれ、類似的に、第二情報は第
一情報にも呼ばれ、言語環境に決められる。例えば、ここで使用する単語「もし」は、「
時」、「場合」、または「確定に応答する」として解釈する。
【００５４】
　図１Ａに示すように、図１Ａは、本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御
方法のフロチャートであり、当該方法は端末に用いてもよく、インテリジェントパッドに
用いてもよい。本実施例において、端末に用いられることを例として説明し、前記方法は
、以降のステップを含む。
【００５５】
　ステップ１０１において、インテリジェントパッドに位置するユーザーのアイデンティ
ティ情報を確定する。
【００５６】
　本開示実施例における端末は、ネットワーク機能を有するいかなるスマート端末であっ
てもよく、例えば、具体のに、スマートフォン、タブレート、ＰＤＡ（ＰＤＡ：Ｐｅｒｓ
ｏｎａｌ・Ｄｉｇｉｔａｌ・Ａｓｓｉｓｔａｎｔ：携帯情報端末）などであってもよい。
ここで、端末は、無線ＬＡＮによってルータにアクセスし、ルータによって公衆回線にお
けるサーバーをアクセスすることができる。当該端末にはＡｐｐ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏ
ｎ：アプリケーション）がインストールされ、Ａｐｐによってインテリジェントパッドに
関連する表示設備に対する制御を実現できる。インテリジェントパッドと表示設備には、
いずれもネットワークモジュールを備え、端末と通信することができる。本開示実施例に
おけるインテリジェントパッドには、マットレス、シートクッション、ソファクッション
などが含んでもよく、本開示実施例には主にマットレスを例として説明する。
【００５７】
　本開示実施例のステップの目のは、インテリジェントパッドに位置する対象がユーザー
であり、動物または他の物品例えば枕、毛布などではないと確定する。例えば、ユーザー
がマットレスに寝そべてまたはソファクッションに座る時、まず、インテリジェントパッ
ドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検出でき、ユーザーであることを検出した
時、前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定する。
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【００５８】
　本開示実施例におけるインテリジェントパッドには、若干の温度センサを設定でき、ま
た若干の圧力センサを設定できる。温度センサと圧力センサは格子状のようにインテリジ
ェントパッドに均一に分布でき、温度センサはインテリジェントパッドに位置する対象の
温度を検出することに用いられ、圧力センサは受けた圧力を検出することに用いられ、各
圧力センサは一つの検出点を対応する。
【００５９】
　本開示実施例のステップにおいて、インテリジェントパッドに位置する対象がユーザー
であるかどうかを検出する方法は、下記の一つまたは複数の形態を含んでもよい。
【００６０】
　形態１
　端末は、インテリジェントパッドに設ける圧力センサによって、前記インテリジェント
パッドにおける圧力情報を収集し、前記インテリジェントパッドにおける前記圧力情報を
収集できる点に応じて、前記インテリジェントパッドに位置する対象の形状を確定する。
本開示実施例において、圧力情報を取得できるすべての検出点における一番外側円周に位
置する検出点に基づいて形状を確定し、確定した形状を予め記憶する人体形状と比較して
第一類似度を取得し、前記第一類似度が第一設定閾値より大きい場合、前記対象がユーザ
ーであると判断し、前記第一類似度が第一設定閾値以下である場合、前記対象が他のもの
であると判断する。ここの人体形状は、人体全体の形状であってもよく、人体の一部の形
状であってもよく、シートクッションに対して、収集した形状はユーザーがシートクッシ
ョンに座る時に対応する臀部及び足部形状である。
【００６１】
　本開示実施例の形態において、圧力情報の点によってインテリジェントパッドにおける
対象の形状を確定し、形状に応じて対象がユーザーであるかどうかを判断し、判断効率を
高める。
【００６２】
　形態２
　端末は、圧力センサによって前記インテリジェントパッドにおける圧力情報を収集し、
前記インテリジェントパッドにおける前記圧力情報を収集できる点に応じて、応力印加面
積を確定し、前記圧力情報と前記応力印加面積の比率を計算し、前記インテリジェントパ
ッドに位置する対象の密度を取得し、物体密度を予め記憶する人体密度範囲と比較し、計
算した密度が予め記憶する人体密度範囲内にある場合、前記対象がユーザーであると判断
し、計算した対象密度が人体密度範囲内にない場合、前記対象が他の物体であると判断す
る。
【００６３】
　本開示実施例の形態において、密度でインテリジェントパッドに位置する対象がユーザ
ーであると判断し、人体密度と他の物体の密度の区別がより大きいため、判断する正確性
を高めることができる。
【００６４】
　さらに、予め記憶する人体密度範囲は、履歴データに応じて確定できる。例えば、履歴
データからユーザーがマットレスに仰向けに寝そべる時の圧力情報と応力印加面積を取得
し、圧力情報と応力印加面積の比率に応じて仰向けに寝そべる時の人体密度範囲を取得し
、また、履歴データからユーザーがマットレスに座る圧力情報と応力印加面積を取得し、
このように、座る時の人体密度範囲を取得する。
【００６５】
　形態３
　端末は、温度センサによってインテリジェントパッドの温度データを収集し、収集した
温度データを予め記憶する人体温度範囲と比較し、温度データが予め記憶する人体温度範
囲内にある場合、インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであると判断し、温
度データが予め記憶する人体温度範囲内にない場合、インテリジェントパッドにおける対
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象が他の物体であって人体ではないと判断する。本開示実施例のステップにおいて、人体
各部位の温度が大体同じなので、一部の温度センサが収集した温度データのみに基づいて
人体温度範囲と比較できる。一部の温度データをそれぞれ人体温度範囲と比較してもよく
、温度データを計算し平均値を取得し、当該平均値を人体温度範囲と比較してもよく、ま
たは、ほかのアルゴリズムに基づいて収集した温度データを計算し、全体温度データを反
映できる温度参照値を取得し、計算した温度参照値を人体温度範囲と比較する。
【００６６】
　本開示実施例の形態において、温度に応じて対象がユーザーであるかどうかを判断する
ことによって、判断効率を高めることができる。
【００６７】
　インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかどうかを検出する方法は、
前記方法に限定されなく、相関技術におけるユーザーを確定する方法を採用できると理解
すべきである。なお、対象がユーザーであるかどうかを判断する形態について、一種の形
態で判断することを採用してもよく、判断効率を高めて、複数の形態を結合して判断して
もよく、判断正確率を高める。例えば、形態１と形態２を結合して判断し、形態１と形態
３を結合して判断するなどことである。
【００６８】
　それから、前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定できる。
【００６９】
　一つの家庭において、複数のユーザーが当該インテリジェントパッドを使用する可能性
があり、当該インテリジェントパッドを使用するユーザーを正規ユーザーとして呼んでも
よく、そのために、端末には各正規ユーザーのアイデンティティ情報、例えば、名前、ユ
ーザー名、アカウント、身長、体重、顔画像情報、携帯番号などの当該ユーザーを標識で
きる情報を予め記憶できる。ユーザーのアイデンティティ情報を確定することは、下記の
形態を含んでもよい。
【００７０】
　形態１：生理パラメータに応じてユーザーのアイデンティティ情報を確定する。
【００７１】
　まず、生理パラメータとデータ表における各サンプル生理パラメータの差分値を計算す
る。
【００７２】
　生理パラメータには、圧力情報、応力印加面積、ユーザー密度、ユーザー身長などが含
まれでもよい。生理パラメータがユーザーを判断する過程において収集する情報（例えば
、圧力情報、応力印加面積、ユーザー密度など）である場合、その情報を直接取得でき、
そうでない場合、単独では取得する必要がある。例えば、スマートマットレスに対して、
端末は、スマートマットレスの長辺方向には一番遠い距離を離れる圧力点に基づいて、ユ
ーザーがスマートマットレスに寝そべる時の身長（身長）を確定する。スマートマットレ
スの長辺方向は人が寝そべる身長方向であり、この方向には一番遠い距離を離れる点は、
一般的に、頭と足の位置であり、このような形態でユーザーのおおよその身長を確定でき
る。データ表には、サンプル生理パラメータとユーザーのアイデンティティ情報の対応関
係が記録される。異なるサンプル生理パラメータは異なる正規ユーザーに対応するため、
生理パラメータに応じて対応するユーザーのアイデンティティを確定することができる。
【００７３】
　つぎ、差分値を許可変動範囲と比較し、各差分値から許可変動範囲内の目標差分値を選
出し、目標差分値に対応する目標サンプル生理パラメータを確定し、データ表から前記目
標サンプル生理パラメータに対応するユーザーのアイデンティティ情報を取得する。時間
の流れに従って、各ユーザーの生理パラメータは変化する可能性があり、例えば、体重は
変化する可能性があり、圧力情報と応力印加面積が変化することに引き起こすため、許可
変動範囲内の差分値に対応する生理パラメータは同一的なユーザーである可能性がある。
【００７４】
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　一種の生理パラメータに応じてユーザーのアイデンティティを確定でき、アイデンティ
ティ認識の正確度を高めるように、多種の生理パラメータを結合してユーザー身分を確定
でき、例えば、圧力情報、応力印加面積を結合して身分を認識し、圧力情報とサンプル圧
力情報が許可変動範囲内にある且つ応力印加面積とサンプル応力印加面積はいずれも許可
変動範囲内にある場合、その対応するアイデンティティ情報を確定すると理解できる。
【００７５】
　例を挙げて説明し、インテリジェントパッドにおける圧力情報を収集し、インテリジェ
ントパッドにおける圧力情報を収集できる点に基づいて応力印加面積を確定し、圧力情報
とデータ表におけるサンプル圧力情報の圧力差分値を計算し、応力印加面積とデータ表に
おけるサンプル応力印加面積の面積差分値を計算し、データ表においてサンプル圧力情報
、サンプル応力印加面積とユーザーのアイデンティティ情報の対応関係が記録され、圧力
差分値と面積差分値がいずれも許可変動範囲内にある一組の目標サンプル圧力情報と目標
サンプル応力印加面積を選出し、データ表に応じて前記目標サンプル圧力情報と目標サン
プル応力印加面積に対応するユーザーのアイデンティティ情報を確定する。
【００７６】
　さらに、前記データ表の確立方法は、以降の内容を含む。
【００７７】
　まず、データベースから第一履歴時間帯内の各ユーザーの履歴生理パラメータを取得す
る。第一履歴時間帯は、予め設定する現在から近いしばらくの時間であり、例えば、第一
履歴時間帯は、今から前後の一週間または一ヶ月間の時間であってもよく、具体的に、要
求に応じて設定できる。今から近いしばらくの時間内の履歴生理パラメータを取得するこ
とは、ユーザーの現在の身体状況を真実に反映でき、データ表におけるサンプル生理パラ
メータの信頼性を高める。
【００７８】
　つぎ、各ユーザーの履歴生理パラメータに対して平均値を求め、当該ユーザーのサンプ
ル生理パラメータを取得する。各ユーザーは、複数の履歴生理パラメータを対応しており
、各ユーザーの生理パラメータの平均値を求めることによって、当該ユーザーの身体状況
を総合的に反映でき、データ表におけるサンプル生理パラメータの信頼性を高める。
【００７９】
　最後、ユーザーのアイデンティティ情報とサンプル生理パラメータの対応関係を確立し
、データ表を取得する。
【００８０】
　ユーザーのアイデンティティ情報とサンプル生理パラメータの対応関係を確立すること
によって、サンプル生理パラメータに応じてユーザーのアイデンティティ情報を確定する
。
【００８１】
　さらに、許可変動範囲を確定することができる。
【００８２】
　選択可能な実現形態において、下記形態を採用し許可変動範囲を確定する。
【００８３】
　まず、前記ユーザーの第二履歴時間帯内の運動パラメータを取得する。第二履歴時間帯
は、予め設定する今から近いのしばらくの時間であり、例えば、第二履歴時間帯は、最近
の一週間の時間または一ヶ月の時間であってもよく、具体的に、要求に応じて設定するこ
とができる。第二履歴時間帯は、第一時間帯と同一であってもよく、異なってもよい。本
ステップにおいて、端末に関連する携帯可能な設備によってユーザーの運動パラメータを
取得できる。例えば、スマートバンドは、ユーザーの最近の一週の運動パラメータを取得
する。
【００８４】
　つぎ、前記運動パラメータをユーザーの運動上限値及び運動下限値と比較する。
【００８５】
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　最後、比較結果に応じて前記ユーザーの運動パラメータの許可変動範囲を確定する。
【００８６】
　ユーザーの運動上限値と運動下限値は予め設定でき、当該値は、生理パラメータの可能
な変化傾向を測定することに用いられる。例えば、運動パラメータが運動上限値より大き
い場合、運動量がより大きく、圧力情報と応力印加面積が小さくなることを引き起こす可
能性があり、この場合、許可変動範囲は下向け調整でき、運動パラメータが運動下限値よ
り小さい場合、運動量がより小さく、圧力情報と応力印加面積が大きくなることを引き起
こす可能性があり、この場合、許可変動範囲を上向け調整でき、このように、比較結果に
応じてユーザーの運動パラメータの許可変動範囲を確定でき、ここで、変動範囲の具体値
を指定できる。
【００８７】
　例を挙げて説明し、デフォルトの許可変動範囲が（－１０％ｗ０，＋１０％ｗ０）であ
り、バンドを利用してユーザーの最近の一週間の運動量を記録する。ユーザーの最近の運
動量が非常に小さい場合、許可変動範囲を上向け調整でき、例えば、圧力情報（Ｗ）の変
動範囲を（－１０％ｗ０，＋２０％ｗ０）に調整し、または、ユーザーの最近の運動量が
非常に大きい場合、許可変動範囲を下向け調整でき、例えば（－２０％ｗ０，＋１０％ｗ

０）に調整し、ここで、ｗ０は当該ユーザーに対応するサンプル圧力パラメータである。
【００８８】
　本形態は、運動パラメータに応じて許可変動範囲を調整し、生理パラメータが運動パラ
メータに従って変化する要素を考えて、アイデンティティ情報を確定する正確度を高める
。
【００８９】
　他の選択可能な実現形態において、変動範囲を予め設定することができる。変動範囲は
、比率であってよく、具体的な値であってもよく、例えば、圧力情報の変動範囲が（－１
０％ｗ０，＋１０％ｗ０）であると固定的に設定できる。ここで、ｗ０は、当該ユーザー
に対応するサンプル圧力パラメータである。また、圧力情報の変動範囲が（－５ｋｇ，＋
５ｋｇ）であると設定する。
【００９０】
　形態２：生物特徴情報に応じてユーザーのアイデンティティ情報を確定する。
【００９１】
　まず、ユーザーの生物特徴情報を収集する。生物特徴情報には、指紋情報、掌紋情報ま
たは顔情報などが含まれる。例えば、端末は、内蔵されたカメラによってユーザーに対し
て顔認識を行ってもよく、内蔵された指紋認識モジュールによってユーザーに対して指紋
認識を行ってもよい。
【００９２】
　つぎ、収集した生物特徴情報を予め記憶する正規ユーザーの生物特徴情報と比較する。
【００９３】
　生物特徴情報は、時間の増やすことに従う変化がより小さく、そのために、収集した生
物特徴情報を予め記憶する正規ユーザーの生物特徴情報と直接に比較する。
【００９４】
　最後、収集の生物特徴情報が一つの正規ユーザーの生物特徴情報との第二相似度は第二
設定閾値より大きい場合、予め記憶する前記一つの正規ユーザーのアイデンティティ情報
を読み取る。
【００９５】
　収集した生物特徴情報がそのなかの一つの正規ユーザーの生物特徴情報と類似する場合
、インテリジェントパッドに位置する対象を当該正規ユーザーとして確定でき、当該正規
ユーザーのアイデンティティ情報を対象のアイデンティティ情報として確定する。
【００９６】
　本開示実施例において、端末において、各正規ユーザーの生物特徴情報及び対応するア
イデンティティ情報が予め記憶され、生物特徴情報に応じて現在インテリジェントパッド
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に位置するユーザーを確定した後、データベースから対応するアイデンティティ情報を読
み取ることができる。
【００９７】
　形態３：ユーザーが端末のアプリケーションにログインする時に使用するアカウント情
報に応じて、ユーザーのアイデンティティ情報を確定する。
【００９８】
　ユーザーが端末のアプリケーションにログインする時に使用するアカウント情報を読み
取る。ユーザーがインテリジェントパッドを使用する前、端末のいずれか一つのアプリケ
ーション（Ａｐｐ）にログインでき、当該Ａｐｐにログインするアカウント情報を取得で
き、アカウント情報に応じてユーザーのアイデンティティ情報を確定する。アカウント情
報をアイデンティティ情報として直接確定でき、即ちアイデンティティ情報がアカウント
情報の形で存在する。一方、予め確立するアカウント情報とアイデンティティ情報の関係
に応じてアイデンティティ情報を確定でき、例えば、アカウント情報はアカウントであり
、アイデンティティ情報は名前である場合、アカウントと名前の関係を予め確立する。ア
カウントを取得する後、アカウントに応じて対応する名前を確定でき、当該ユーザーの名
前を取得する。
【００９９】
　ステップ１０２において、前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザー
のプリファレンス情報を確定する。
【０１００】
　本開示実施例のステップにおいて、プリファレンス情報には、オーディオ、ビデオ、画
像、ウェブページ、電子書籍などが含まれる。
【０１０１】
　一つの選択可能な実現形態において、前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて第
三履歴時間帯内の前記ユーザーの履歴観覧情報を読み取ることができ、前記履歴観覧情報
を分析し前記ユーザーのプリファレンス情報を取得する。ここで、第三履歴時間帯は、予
め設定する今から近いしばらくの時間であり、例えば、第三履歴時間帯は、今から前後の
一週間または一ヶ月間の時間であってもよく、具体的に、要求に応じて設定できる。第三
履歴時間帯は、第一履歴時間帯または第二履歴時間帯と同一であってもよく、異なっても
よい。
【０１０２】
　履歴観覧情報を分析する時、予め設定する策略を採用できる。例えば、当該ユーザーが
シャットダウン前に再生が終了しない情報の優先順位は最高であり、例えば、ユーザーが
前回に映画“ＸＸＸ”を観覧する時、再生が終了しなくてシャットダウン処理を行う場合
、今回は当該映画の再生進度を取得し、当該“ＸＸＸ”映画を継続して再生できる。一方
、情報の再生頻度に応じて当該情報のウェイトを確定し、ウェイトに応じて情報の再生順
序を確定する。例えば、履歴観覧情報の統計に応じて、当該ユーザーがアメリカドラマが
好きだと分析した場合、プリファレンス情報はアメリカドラマである。また、例えば、履
歴観覧情報の統計に応じて、当該ユーザーが一週間にドラマＡを観覧する回数は５回であ
り、ドラマＢを観覧する回数は６回であり、ドラマＣを観覧する回数は３回であり、ウェ
ブページＤを観覧する回数は２回であり、電子書籍Ｅを観覧する回数は７回であると分析
した場合、プリファレンス情報は、電子書籍Ｅ、ドラマＢ、ドラマＡ、ドラマＣ、及びウ
ェブページＤである。
【０１０３】
　他の選択的な実現形態において、前記インテリジェントパッドにはユーザー数が少なく
とも二つである場合、ユーザーがインテリジェントパッドに接触する順序を取得し、前記
ユーザーのアイデンティティ情報に応じて各ユーザーに対応するプリファレンス情報を確
定し、前記順序に応じて各前記プリファレンス情報をソートして、プリファレンス情報リ
ストを取得する。本実施例は、インテリジェントパッドには複数のユーザーがいる状況に
対したものであり、各ユーザーが対応するプリファレンス情報を有し、インテリジェント
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パッドに接触する順序でユーザーをソートすることができ、さらに、ユーザーに対応する
プリファレンス情報をソートし、先にインテリジェントパッドに接触するユーザーのプリ
ファレンス情報を優先的に展示することを実現する。
【０１０４】
　ステップ１０３において、前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プリ
ファレンス情報を展示する指令を送信する。
【０１０５】
　本ステップは、表示設備がプリファレンス情報を表示するように、インテリジェントパ
ッドに関連する表示設備へプリファレンス情報を展示する指令を送信できる。表示設備は
、テレビ、大型スクリーンディスプレー、プロジェクタなどの表示設備であってもよい。
表示設備は、指令に応じてローカルからプリファレンス情報に対応するデータを取得して
もよく、クラウド端からプリファレンス情報に対応するデータを取得してもよく、端末か
らプリファレンス情報に対応するデータを取得してもよく、例えば、当該ユーザーの携帯
電話、タブレット、ノートパソコンなどの端末からプリファレンス情報に対応するデータ
を取得してもよい。
【０１０６】
　一つの選択可能な実現形態において、プリファレンス情報を展示する指令は、プリファ
レンス情報に対応するデータを直接に展示する指令であってもよく、例えば、複数のプリ
ファレンス情報がある場合、プリファレンス情報に対応する具体的なデータを順に展示す
る。例を挙げて説明すると、プリファレンス情報に従って先にアメリカドラマＡを再生し
、切替指令を受信したまたは予め設定する時間が達した場合、アメリカドラマＢを再生す
る。このことから類推する。
【０１０７】
　他の選択可能な実現形態において、プリファレンス情報を展示する指令は、プリファレ
ンス情報リストを展示する指令であってもよい。例を挙げて説明すると、図１Ｂに示すよ
うに、本開示の例示的な実施例に応じて示すプリファレンス情報の展示模式図である。表
示設備にはプロンプトボックスをポップアップして、プリファレンス情報リストである「
電子書籍Ｅ、ドラマＢ、ドラマＡ、ドラマＣ、ウェブページＤ」をプロンプトボックスに
展示する。ユーザーは、タッチ、ジェスチャー制御、眼球制御などの形態によって対応す
る情報を選択する。例えば、端末のデスクトップのウィジェットボタンをタッチすること
によって、「上向け」または「下向け」または「確定」の選択を実現する。
【０１０８】
　さらに、先にインテリジェントパッドに関連する表示設備と無線接続を確立し、それか
ら無線接続によって、前記表示設備へスタートアップ指令と前記プリファレンス情報を展
示する指令を送信でき、自動スタートアップかつプリファレンス情報を展示することを実
現する。
【０１０９】
　前記実施例によって、本開示実施例は、インテリジェントパッドのユーザーのアイデン
ティティ情報を確定することによって、ユーザーのアイデンティティ情報に応じてユーザ
ーのプリファレンス情報を確定し、インテリジェントパッドに関連する表示設備へプリフ
ァレンス情報を展示する指令を送信し、インテリジェントパッドのユーザーのプリファレ
ンス情報を展示することを実現し、ユーザーが大量のデータから手動で自分のプリファレ
ンス情報を選択することを避けて、検索効率を高めて、ユーザーが使用しやすくする。
【０１１０】
　前記方法は、端末に適用されてもよく、インテリジェントパッドにも適用されてもよく
、インテリジェントパッドによって自身のパッドのユーザーのアイデンティティ情報を確
定し、ユーザーのアイデンティティ情報に応じてユーザーのプリファレンス情報を確定し
、さらにインテリジェントパッドに関連する表示設備へプリファレンス情報を展示する指
令を送信すると説明すべきである。具体的な実現手段は前記実施例と類似して、ここで詳
しく説明しない。
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【０１１１】
　一つの選択可能な実現形態において、表示設備がプロジェクタである場合、前記方法に
は、また、前記応力印加面積及び予め記憶する応力印加面積と姿勢の対応関係に応じて、
前記ユーザーが前記インテリジェントパッドにおける姿勢を確定し、前記姿勢には座る姿
勢、仰向けに寝るなどが含まれてもよく、確定した姿勢及び予め記憶する投影方向と姿勢
の対応関係に応じて前記プロジェクタの投影方向を確定し、それからインテリジェントパ
ッドに関連するプロジェクタへ当該投影方向を送信し、プロジェクタ方向を自動制御する
ことを実現し、ユーザー体験を高める。
【０１１２】
　一つの選択可能な実現形態において、認識ユーザーのアイデンティティ情報を認識でき
ない場合、最近の再生ランキングが高いの情報を再生または推薦し、または前回再生の内
容を引き続き再生すると黙認する。
【０１１３】
　図２に示すように、図２は、本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御方法
の適用シーン模式図である。図２に示すシーンには、端末としてのスマートフォン、イン
テリジェントパッドとしてのスマートマットレス及びインテリジェントパッドに関連する
表示設備が含まれる。当該スマートマットレスにはユーザーが寝そべて、スマートマット
レスには若干の圧力センサと温度センサ即ち図２におけるグリッドの交差点が設定され、
スマートマットレスにはネットワーク通信モジュールを有して、スマートフォンと通信す
ることができ、表示設備にもネットワーク通信モジュールを有して、スマートフォンと通
信することができる。
【０１１４】
　端末は、スマートマットレスにおける圧力センサを制御し圧力情報を収集し、インテリ
ジェントパッドにおける圧力情報を収集できる点に応じて、インテリジェントパッドに位
置する対象の形状を確定し、かつ当該形状を予め記憶する人体形状と比較し、マットレス
に寝そべる対象はユーザーであることを確定し、それから、端末は、ユーザーがＡｐｐに
ログインするネットワークアカウント情報を読み取り、当該ネットワークアカウント情報
に基づいて予め記憶するユーザーのアイデンティティ情報を読み取り、ユーザーのアイデ
ンティティ情報に応じてユーザーのプリファレンス情報を確定し、インテリジェントパッ
ドに関連する表示設備へプリファレンス情報を展示する指令を送信し、プリファレンス情
報を自動的に展示することを実現し、プリファレンス情報を取得する効率を高める。
【０１１５】
　図２に示す適用シーンにおいて、表示設備の制御を実現する具体過程は、前記図１Ａに
対する説明を参照でき、ここで詳しく説明しない。
【０１１６】
　前記表示設備の制御方法実施例に対応して、本開示実施例には表示設備の制御装置、装
置及びインテリジェントパッドの実施例をさらに提供する。
【０１１７】
　図３に示すように、図３は、本開示の例示的な実施例によって示す表示設備の制御装置
ブロック図である。前記装置には、アイデンティティ情報確定ユニット３２０、プリファ
レンス情報確定ユニット３４０と指令送信ユニット３６０が含まれる。
【０１１８】
　ここで、アイデンティティ情報確定ユニット３２０は、インテリジェントパッドに位置
するユーザーのアイデンティティ情報を確定するように構成される。
【０１１９】
　プリファレンス情報確定ユニット３４０は、前記ユーザーのアイデンティティ情報に応
じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確定するように構成される。
【０１２０】
　指令送信ユニット３６０は、前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プ
リファレンス情報を展示する指令を送信するように構成される
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　前記実施例によって、本開示実施例は、インテリジェントパッドにおけるユーザーのア
イデンティティ情報を確定することによって、ユーザーのアイデンティティ情報に応じて
ユーザーのプリファレンス情報を確定し、インテリジェントパッドに関連する表示設備へ
プリファレンス情報を展示する指令を送信し、インテリジェントパッドにおけるユーザー
のプリファレンス情報を展示することを実現し、ユーザーが大量のデータから自分の好き
な情報を手動で選択することを避け、検索効率を高めて、ユーザーが使用しやすくする。
【０１２１】
　図４に示すように、図４は、本開示実施例の例示的な実施例によって示す他の表示設備
の制御装置ブロック図である。当該実施例は、前記図３に示す実施例に基づいて、前記ア
イデンティティ情報確定ユニット３２０には、対象判断サブユニット３２２と情報確定サ
ブユニット３２４が含まれる。
【０１２２】
　ここで、対象判断サブユニット３２２は、インテリジェントパッドに一致する対象がユ
ーザーであるかどうかを検出するように構成される。
【０１２３】
　情報確定サブユニット３２４は、インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーで
あることを検出した場合、前記ユーザーのアイデンティティ情報を確定するように構成さ
れる。
【０１２４】
　前記実施例によって、本開示実施例は、まず、インテリジェントパッドに位置する対象
がユーザーであるかどうかを判断し、対象がユーザーである場合、ユーザーのアイデンテ
ィティ情報を確定し、非人体の他の物体をフィルタし、ユーザーのみを識別してアイデン
ティティ情報を確定し、アイデンティティ情報を確定する効率を高める。
【０１２５】
　図５に示すように、図５は、本開示の例示的な実施例によって示す他の表示設備の制御
装置のブロック図である。当該実施例は、前記図４に示す実施例に基づいて、前記対象判
断サブユニット３２２には、温度データ取得モジュール３２２０と第一判断モジュール３
２２１が含まれる。
【０１２６】
　ここで、温度データ取得モジュール３２２０は、前記インテリジェントパッドにおける
温度データを収集するように構成される。
【０１２７】
　第一判断モジュール３２２１は、前記温度データが予め記憶する人体温度範囲内にある
時、前記インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであると判断するように構成
される。
【０１２８】
　前記実施例によって、本開示実施例において、インテリジェントパッドの温度データを
収集し、温度データを予め記憶する人体温度範囲と比較し、温度データが予め記憶する人
体温度範囲内にある時にインテリジェントパッドにおける対象がユーザーであると判断し
、これによって、判断効率を高めることができる。
【０１２９】
　図６に示すように、図６は、本開示の例示的な実施例によって示す他の表示設備の制御
装置ブロック図である。当該実施例は、前記図４に示す実施例に基づいて、前記対象判断
サブユニット３２２には、第一圧力情報取得モジュール３２２２、形状確定モジュール３
２２３、第一類似度確定モジュール３２２４と第二判断モジュール３２２５が含まれる。
【０１３０】
　ここで、第一圧力情報取得モジュール３２２２は、前記インテリジェントパッドにおけ
る圧力情報を収集するように構成される。
【０１３１】
　形状確定モジュール３２２３は、前記インテリジェントパッドにおける前記圧力情報を
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収集できる点に応じて、前記インテリジェントパッドに位置する対象の形状を確定するよ
うに構成される。
【０１３２】
　第一類似度確定モジュール３２２４は、確定した形状を予め記憶する人体形状と比較し
て、第一類似度を取得するように構成される。
【０１３３】
　第二判断モジュール３２２５は、前記第一類似度が第一設定閾値より大きい場合、前記
対象がユーザーであると判断するように構成される。
【０１３４】
　前記実施例によって、本開示実施例において、インテリジェントパッドにおける圧力情
報を収集し、インテリジェントパッドにおける圧力情報を収集できる点に応じてインテリ
ジェントパッドにおける対象の形状を確定し、確定した形状を予め記憶する人体形状と比
較し、これによって、インテリジェントパッドにおける対象がユーザーであるかどうかを
判断でき、判断効率を高める。
【０１３５】
　図７に示すように、図７は、本開示の例示的な実施例によって示す他の表示設備の制御
装置ブロック図である。当該実施例は前記図４に示す実施例に基づいて、前記対象判断サ
ブユニット３２２には、第二圧力情報取得モジュール３２２６、応力印加面積確定モジュ
ール３２２７、密度確定モジュール３２２８と第三判断モジュール３２２９が含まれる。
【０１３６】
　ここで、第二圧力情報取得モジュール３２２６は、前記インテリジェントパッドにおけ
る圧力情報を収集するように構成される。
【０１３７】
　応力印加面積確定モジュール３２２７は、前記インテリジェントパッドにおける前記圧
力情報を収集できる点に応じて応力印加面積を確定するように構成される。
【０１３８】
　密度確定モジュール３２２８は、前記圧力情報と前記応力印加面積の比率を計算し、前
記インテリジェントパッドに位置する対象の密度を取得するように構成される。
【０１３９】
　第三判断モジュール３２２９は、計算した密度が予め記憶する人体密度範囲内にある時
、前記対象がユーザーであると判断するように構成される。
【０１４０】
　前記実施例によって、本開示実施例において、インテリジェントパッドにおける圧力情
報を収集することによって、インテリジェントパッドにおける圧力情報を収集できる点に
応じて応力印加面積を確定し、圧力情報と応力印加面積の比率を計算し、前記インテリジ
ェントパッドにおける対象の密度を取得し、計算した密度が予め記憶する人体密度範囲内
にある時、対象がユーザーであると判断する。密度でインテリジェントパッドにおける対
象がユーザーであるかどうかを判断し、判断正確率を高める。
【０１４１】
　図８に示すように、図８は、本開示の例示的な実施例に示す他の表示設備の制御装置ブ
ロック図である。当該実施例は前記図７に示す実施例に基づいて、前記情報確定サブユニ
ット３２４には、差分値計算モジュール３２４０、目標サンプル生理パラメータ確定モジ
ュール３２４１と第一アイデンティティ情報確定モジュール３２４２が含まれる。
【０１４２】
　ここで、差分値計算モジュール３２４０は、前記圧力情報、応力印加面積または密度を
含む生理パラメータとデータ表における各サンプル生理パラメータの差分値を計算するよ
うに構成される。
【０１４３】
　目標サンプル生理パラメータ確定モジュール３２４１は、各差分値から許可変動範囲内
の目標差分値を選出し、前記目標差分値に対応する目標サンプル生理パラメータを確定す
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るように構成される。
【０１４４】
　第一アイデンティティ情報確定モジュール３２４２は、サンプル生理パラメータとユー
ザーのアイデンティティ情報の対応関係を記録する前記データ表から、前記目標サンプル
生理パラメータに対応するユーザーのアイデンティティ情報を取得するように構成される
。
【０１４５】
　前記実施例によって、本開示実施例において、生理パラメータとデータ表における各サ
ンプル生理パラメータの差分値を計算し、各差分値から許可変動範囲内の目標差分値を選
出し、さらにユーザーのアイデンティティ情報を確定することによって、生理パラメータ
に応じてアイデンティティ情報を確定する。生理パラメータについて、ユーザーを確定す
る時に収集したものであるため、アイデンティティ情報を確定する時に他のデータを収集
必要がなく、資源を節約できる。
【０１４６】
　図９に示すように、図９は、本開示の例示的な実施例によって示す他の表示設備の制御
装置ブロック図である。当該実施例は前記図８に示す実施例に基づいて、前記情報確定サ
ブユニット３２４には、さらに、履歴生理パラメータ取得モジュール３２４３、サンプル
生理パラメータ確定モジュール３２４４とデータ表確定モジュール３２４５が含まれる。
【０１４７】
　ここで、履歴生理パラメータ取得モジュール３２４３は、データベースから第一履歴時
間帯内の各ユーザーの履歴生理パラメータを取得するように構成される。
【０１４８】
　サンプル生理パラメータ確定モジュール３２４４は、各ユーザーの履歴生理パラメータ
に対して平均値を求め、当該ユーザーのサンプル生理パラメータを取得するように構成さ
れる。
【０１４９】
　データ表確定モジュール３２４５は、ユーザーのアイデンティティ情報とサンプル生理
パラメータの対応関係を確立し、データ表を取得するように構成される。
【０１５０】
　前記実施例によって、本開示実施例において、履歴生理パラメータに対して平均値を求
め、サンプル生理パラメータを取得し、かつユーザーのアイデンティティ情報とサンプル
生理パラメータの対応関係を確立し、データ表を取得することによって、サンプル生理パ
ラメータの信頼性を高める。
【０１５１】
　図１０に示すように、図１０は、本開示の例示的な実施例によって示す他の表示設備の
制御装置ブロック図である。当該実施例は、前記図８に示す実施例に基づいて、前記情報
確定サブユニット３２４には、さらに、運動パラメータ取得モジュール３２４６、比較モ
ジュール３２４７と変動範囲確定モジュール３２４８が含まれる。
【０１５２】
　ここで、運動パラメータ取得モジュール３２４６は、前記ユーザーの第二履歴時間帯内
の運動パラメータを取得するように構成される。
【０１５３】
　比較モジュール３２４７は、前記運動パラメータをユーザーの運動上限値及び運動下限
値と比較するように構成される。
【０１５４】
　変動範囲確定モジュール３２４８は、比較結果に応じて前記ユーザーの運動パラメータ
の許可変動範囲を確定するように構成される。
【０１５５】
　前記実施例によって、本開示実施例において、ユーザーの第二履歴時間帯内の運動パラ
メータを取得し、運動パラメータをユーザーの運動上限値及び運動下限値と比較し、比較
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結果に応じてユーザーの運動パラメータの許可変動範囲を確定する。運動パラメータに応
じて許可変動範囲を調整し、生理パラメータが運動パラメータに従って変動する要素を考
えて、許可変動範囲の正確度を高め、さらに、アイデンティティ情報を確定する正確度を
高める。
【０１５６】
　図１１に示すように、図１１は、本開示の例示的な実施例によって示す他の表示設備の
制御装置ブロック図である。当該実施例は、前記図４に示す実施例に基づいて、前記情報
確定サブユニット３２４には、生物特徴情報取得モジュール３２４９、比較モジュール３
２５０と第二アイデンティティ情報確定モジュール３２５１が含まれる。
【０１５７】
　ここで、生物特徴情報取得モジュール３２４９は、指紋情報、掌紋情報または顔情報を
含む前記ユーザーの生物特徴情報を収集するように構成される。
【０１５８】
　比較モジュール３２５０は、収集した生物特徴情報を予め記憶する正規ユーザの生物特
徴情報と比較するように構成される。
【０１５９】
　第二アイデンティティ情報確定モジュール３２５１は、収集した生物特徴情報と一つの
正規ユーザの生物特徴情報の第二相似度が第二設定閾値より大きい場合、予め記憶する前
記一つの正規ユーザのアイデンティティ情報を読み取るように構成される。
【０１６０】
　前記実施例によって、本開示実施例において、収集した生物特徴情報を予め記憶する正
規ユーザの生物特徴情報と比較して、ユーザーのアイデンティティ情報を確定することに
よって、確定する正確度を高めることができる。
【０１６１】
　図１２に示すように、図１２は、本開示の例示的な実施例によって示す他の表示設備の
制御装置ブロック図である。当該実施例は前記図４に示す実施例に基づいて、前記情報確
定サブユニット３２４には、アカウント情報読取モジュール３２５２と第三アイデンティ
ティ情報確定モジュール３２５３が含まれる。
【０１６２】
　ここで、アカウント情報読取モジュール３２５２は、前記ユーザーが端末のアプリケー
ションにログインするときに使用するアカウント情報を読み取るように構成される。
【０１６３】
　第三アイデンティティ情報確定モジュール３２５３は、前記アカウント情報に応じて前
記ユーザーのアイデンティティ情報を確定するように構成される。
【０１６４】
　前記実施例によって、本開示実施例において、ユーザーが端末のアプリケーションにロ
グインするときに使用するアカウント情報を読み取り、アカウント情報に応じてユーザー
のアイデンティティ情報を確定することによって、確定の効率と正確率を高める。
【０１６５】
　図１３に示すように、図１３は、本開示の例示的な実施例によって示す他の表示設備の
制御装置ブロック図である。当該実施例は前記図３に示す実施例に基づいて、前記プリフ
ァレンス情報確定ユニット３４０には、履歴観覧情報取得サブユニット３４１と第一プリ
ファレンス情報確定サブユニット３４２が含まれる。
【０１６６】
　ここで、履歴観覧情報取得サブユニット３４１は、前記ユーザーのアイデンティティ情
報に応じて第三履歴時間帯内の前記ユーザーの履歴観覧情報を読み取るように構成される
。
【０１６７】
　第一プリファレンス情報確定サブユニット３４２は、前記履歴観覧情報を分析し前記ユ
ーザーのプリファレンス情報を取得するように構成される。



(27) JP 6329634 B2 2018.5.23

10

20

30

40

50

【０１６８】
　前記実施例によって、本開示実施例において、ユーザーのアイデンティティ情報に応じ
て第三履歴時間帯内の前記ユーザーの履歴観覧情報を読み取り、履歴観覧情報を分析しユ
ーザーのプリファレンス情報を取得し、プリファレンス情報を取得する正確率を高める。
【０１６９】
　図１４に示すように、図１４は、本開示の例示的な実施例に示す他の表示設備の制御装
置ブロック図である。当該実施例は前記図３に示す実施例に基づいて、前記プリファレン
ス情報確定ユニット３４０には、順序取得サブユニット３４３、第二プリファレンス情報
確定サブユニット３４４とプリファレンス情報リスト確定サブユニット３４５が含まれる
。
【０１７０】
　ここで、順序取得サブユニット３４３は、前記インテリジェントパッドにはユーザー数
が少なくとも二つがある場合、ユーザーがインテリジェントパッドに接触する順序を取得
するように構成される。
【０１７１】
　第二プリファレンス情報確定サブユニット３４４は、前記ユーザーのアイデンティティ
情報に応じて各ユーザーに対応するプリファレンス情報を確定するように構成される。
【０１７２】
　プリファレンス情報リスト確定サブユニット３４５は、前記順序に応じて各前記プリフ
ァレンス情報に対してソートし、プリファレンス情報リストを取得するように構成される
。
【０１７３】
　前記実施例によって、本開示実施例において、ユーザーがインテリジェントパッドに接
触する順序に従ってプリファレンス情報の順序を確定し、先にクッションに接触するユー
ザーが自分の好きな情報を優先的に見る権利があり、ユーザー体験を高める。
【０１７４】
　図１５に示すように、図１５は、本開示の例示的な実施例によって示す他の表示設備の
制御装置ブロック図である。当該実施例は前記図３に示す実施例に基づいて、前記指令送
信ユニット３６０には、接続確立サブユニット３６１と指令送信サブユニット３６２が含
まれる。
【０１７５】
　ここで、接続確立サブユニット３６１は、前記インテリジェントパッドに関連する表示
設備と無線接続を確立するように構成される。
【０１７６】
　指令送信サブユニット３６２は、前記無線接続によって、前記表示設備へスタートアッ
プ指令と前記プリファレンス情報を展示する指令を送信するように構成される
　前記実施例によって、本開示実施例において、表示設備へスタートアップ指令とプリフ
ァレンス情報を展示する指令を送信することによって、自動的にスタートアップ、かつプ
リファレンス情報を展示することを実現し、ユーザー体験を高める。
【０１７７】
　相応的に、本開示実施例には、さらに装置を提供する。前記装置には、プロセッサと、
プロセッサが実行可能な指令を記憶するように構成されるメモリーとが含まれる。ここで
、前記プロセッサは、インテリジェントパッドに位置するユーザーのアイデンティティ情
報を確定し、前記ユーザーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレン
ス情報を確定し、前記インテリジェントパッドに関連する表示設備へ前記プリファレンス
情報を展示する指令を送信するように構成される。
【０１７８】
　前記装置における各ユニットの機能と役割の実現過程は、具体的に前記方法においてス
テップに対応する実現過程を参照し、ここで詳しく説明しない。ここで、前記装置は、端
末、例えば、具体的にスマートフォン、タブレット、ＰＤＡ（Ｐｅｒｓｏｎａｌ・Ｄｉｇ
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ｉｔａｌ・Ａｓｓｉｓｔａｎｔ：携帯情報端末）などであってもよく、インテリジェント
パッドであっても良い。即ち、インテリジェントパッドに情報を処理するチップまたは設
備を設けて、インテリジェントパッドはインテリジェントパッドに位置するユーザーのア
イデンティティ情報を確定でき、ユーザーのアイデンティティ情報に応じてユーザーのプ
リファレンス情報を確定し、プリファレンス情報を展示する指令を表示設備へ送信し、表
示設備に対する制御を実現する。
【０１７９】
　装置実施例に対して、基本的に方法実施例に対応するため、関連する内容は方法実施例
の部分の説明を参照してもよい。上記に説明した装置実施例は模式的なものだけであり、
ここで、前記分離部品として説明するユニットは、物理的に分けるものにしてもよく、物
理的に分けないものにしてもよい。単位で表示する部品は、物理ユニットにしてもよく、
物理ユニットにしなくてもよく、即ち、同一的な場所に位置してもよく、または、複数の
ネットワークユニットに配布してもよい。実際に必要に応じて、部分または全部のモジュ
ールを選び、本開示実施例の技術案の目的を実現する。当業者は、創造的な工夫しない場
合、理解し実施できる。
【０１８０】
　相応的に、本開示実施例にはインテリジェントパッドを提供し、前記インテリジェント
パッドには、
　格子状のようにインテリジェントパッドに均一に配置されるセンサと伝送装置が含まれ
る。
【０１８１】
　センサは、インテリジェントパッドにおけるデータを収集することに用いられる。
【０１８２】
　伝送装置は、端末が前記データに応じてインテリジェントパッドに位置する対象がユー
ザーであると確定し前記インテリジェントパッドに関連する表示設備を制御し前記ユーザ
ーのプリファレンス情報を展示するために、前記センサが収集したデータを端末へ伝送す
る。
【０１８３】
　センサは、圧力センサまたは温度センサであっても良い。センサが圧力センサである時
、圧力センサは前記インテリジェントパッドの圧力情報を検出し、圧力センサ毎は一つの
検出点に対応する。センサが温度センサである場合、温度センサはインテリジェントパッ
ドに位置する対象の温度を検出する。
【０１８４】
　前記インテリジェントパッドは、収集したデータを端末（例えば携帯電話、タブレット
パソコンなど）へ伝送し、端末は、本開示実施例の表示設備の制御方法を実行できる。
【０１８５】
　図１６に示すように、図１６は、例示的な実施例によって示す表示設備に適用する制御
装置１６００の構造模式図である。例えば、装置１６００は、ルータ機能を有する携帯電
話、コンピューター、ディジタルブロードキャスト端末、メッセージ送受設備、ゲームコ
ンソール、タブレット設備、医療設備、ボディビル設備、携帯情報端末などであってもよ
い。
【０１８６】
　図１６を参照し、装置１６００には、処理コンポーネント１６０２、メモリー１６０４
、電源コンポーネント１６０６、マルチメディアコンポーネント１６０８、音声周波数コ
ンポーネント１６１０、入力・出力（Ｉ／Ｏ）のインタフェース１６１２、センサーコン
ポーネント１６１４、及び通信コンポーネント１６１６の一つまたは複数のコンポーネン
トが含まれてもよい。
【０１８７】
　処理コンポーネント１６０２は、一般のに、制御装置１６００全体の操作、例えば、表
示、電話コール、データ通信、カメラ操作及び記憶操作に関する操作を制御する。処理コ
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ンポーネント１６０２は、前記方法の全部または一部分のステップを完成するように、一
つまたは複数のプロセッサ１６２０を含んで指令を実行してもよい。また、処理コンポー
ネント１６０２は、ほかのコンポーネントとの間に交互しやすくするように、一つまたは
複数のモジュールを含んでもよい。例えば、処理コンポーネント１６０２は、マルチメデ
ィア１６０８との間に交互しやすくするように、マルチメディアモジュールを含んでもよ
い。
【０１８８】
　メモリー１６０４は、装置１６００の操作を支持するように、各種類のデータを記憶よ
うに構成される。このようなデータの例示は、装置１６００で操作するためのいかなるプ
ログラムまたは方法のコマンド、連絡人データ、電話帳データ、メッセージ、ピクチャ、
映像などを含む。メモリー１６０４は、いかなる種類の揮発性または不揮発性記憶設備、
またはこれらの組み合わせで実現でき、例えば、スタティックランダムアクセスメモリー
（ＳＲＡＭ）、電気のに消去／書き込み可能な不揮発性メモリー（ＥＥＰＲＯＭ）、消去
／書き込み可能な不揮発性メモリー（ＥＰＲＯＭ）、プログラマブルリードオンリーメモ
リー（ＰＲＯＭ）、リードオンリーメモリー（ＲＯＭ）、磁気メモリー、フラッシュメモ
リー、磁気ディスク、または光ディスクである。
【０１８９】
　電源コンポーネント１６０６は装置１６００の各コンポーネントに電力を提供する。電
力コンポーネント１６０６は、電源管理システム、一つまたは複数の電源、及び装置１６
００に対して電力を生成、管理及び配布することに関するほかのコンポーネントを含んで
もよい。
【０１９０】
　マルチメディアコンポーネント１６０８は、前記装置１６００とユーザーの間の一つの
出力インタフェースを提供するスクリーンを含む。ある実施例において、スクリーンは、
液晶ディスプレー（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンは、タ
ッチパネルを含む場合、ユーザーからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンと
して実現される。タッチパネルは、タッチ、スライド及びタッチパネルー上のゼスチュア
をセンシングするように、一つまたは複数のタッチセンサーを含んでもよい。前記タッチ
センサーは、タッチまたはスライド動作の限界だけをセンシングしなく、また、前記タッ
チまたはスライド操作に関する持続時間と圧力を検出する。ある実施例において、マルチ
メディアコンポーネント１６０８は、前置カメラ及び・または後置カメラを含む。装置１
６００が操作モードにある場合、例えば、撮影モードまたは映像モードにある場合、前置
カメラ及び・または後置カメラは、外部からのマルチメディアデータを受信できる。前置
カメラ及び後置カメラ毎は、いずれも固定のな光学レンズシステムであったり、焦点距離
と光学ズーム機能を有したりするものである。
【０１９１】
　音声周波数コンポーネント１６１０は、音声周波数信号を出力及び・または入力するよ
うに構成する。例えば、音声周波数コンポーネント１６１０はマイク（ＭＩＣ）を含み、
装置１６００が呼び出しモード、記憶モード及び音声識別モードのような操作モードにあ
る場合、マイクが、外部の音声周波数信号を受信するように構成される。受信した音声周
波数信号は、さらにメモリー１６０４に記憶され、または、通信コンポーネント１６１６
介して送信される。ある実施例において、音声周波数コンポーネント１６１０は、さらに
、音声周波数信号を出力するように構成されるスピーカーを含む。
【０１９２】
　Ｉ／Ｏインタフェース１６１２は、処理コンポーネント１６０２と周辺インタフェース
モジュールの間にインタフェースを提供する。前記周辺インタフェースモジュールは、キ
ーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。これらのボタンには、ページ
ボタン、音量ボタン、スタートボタンとロックボタンが含まれるが限定されない。
【０１９３】
　センサーコンポーネント１６１４は、一つまたは複数のセンサーを含み、これらは装置



(30) JP 6329634 B2 2018.5.23

10

20

30

40

50

１６００に対して各方面の状態評価を提供するように構成される。例えば、センサーコン
ポーネント１６１４は、装置１６００の開く・閉める状態、コンポーネントの相対のな位
置決めを検出でき、例えば、前記コンポーネントが装置１６００のディスプレイとキーク
ッションである場合、また、センサーコンポーネント１６１４は、装置１６００または装
置１６００の一つのコンポーネントの位置変化、ユーザーと装置１６００の接触が存在す
る否か、装置１６００の方位またはスビードアップ・スビードカットと装置１６００の温
度変化を検出できる。センサーコンポーネント１６１４は、さらに、如何なる物理のな接
触がない場合に付近物体の存在を検出するように構成されるアプローチセンサーを含んで
もよい。センサーコンポーネント１６１４は、また、イメージング応用に用いられるよう
に構成され、ＣＭＯＳまたはＣＣＤ画像センサーのような光センサーを含んでもよい。あ
る実施例において、当該センサーコンポーネント１６１４は、さらに、加速度センサー、
ジャイロセンサー、磁気センサー、圧力センサーまたは温度センサーを含んでもよい。
【０１９４】
　通信コンポーネント１６１６は、装置１６００がほかの設備の間に有線または無線形態
の通信に適するように構成される。装置１６００は、ＷｉＦｉ、２Ｇまたは３Ｇ、または
これらの組み合わせのような通信基準による無線ネットワークに接続できる。例示的な実
施例において、通信ユニット１６１６は、ブロードキャストチャネルを介して外部ブロー
ドキャスト管理システムからのブロードキャスト信号またはブロードキャストに関する情
報を受信する。例示的な実施例において、前記通信ユニット１６１６は、さらに、近距離
通信を促進するように、近距離通信（ＮＦＣ）モジュールを含む。例えば、ＮＦＣモジュ
ールは、非接触型ＩＤ識別システム（ＲＦＩＤ）、アイアールディーエイ（ＩｒＤＡ）技
術、ウルトラワイドバンド（ＵＷＢ）技術、ブルートゥース（登録商標）（ＢＴ）技術と
ほかの技術にて実現される。
【０１９５】
　例示的な実施例において、装置１６００は、一つまたは複数の応用専用集積回路（ＡＳ
ＩＣ）、ディジタル信号処理機（ＤＳＰ）、ディジタル信号処理設備（ＤＳＰＤ）、プロ
グラマブルロジックデバイス（ＰＬＤ）、フィールド・プログラマブル・　ゲート・アレ
イ（ＦＰＧＡ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサまたはほか
の電子部品にて実現され、前記方法を実行するように構成される。
【０１９６】
　例示的な実施例において、さらに、例えばコマンドを含むメモリー１６０４のようなコ
マンドを含む非一時のなコンピュータ可読記憶媒体を提供する。前記コマンドは、前記モ
デル切替方法を完成できるように、装置１６００のプロセッサ１６２０にて実行される。
例えば、前記非一時的なコンピュータ可読記憶媒体は、ＲＯＭ、ランダムアクセスメモリ
ー（ＲＡＭ）、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー（登録商標）ディスクと光データ
記憶設備などにしてもよい。
【０１９７】
　非一時的なコンピュータ可読記憶媒体であって、前記記憶媒体における指令が端末のプ
ロセッサで実行される時、端末に表示設備の制御方法を実行させられ、前記方法には、イ
ンテリジェントパッドに位置するユーザーのアイデンティティ情報を確定し、前記ユーザ
ーのアイデンティティ情報に応じて前記ユーザーのプリファレンス情報を確定し、前記す
マットクッションに関連する表示設備へ前記プリファレンス情報を展示する指令を送信す
ることが含まれる。
【０１９８】
　当業者は、明細書を考えてここで開示された実施例を実施した後、本開示実施例のほか
の実施案を想到しやすい。本願の実施例は、本公開実施例のいかなる変化、用途または適
応性変化も含むことを目指し、このような変化、用途または適応性変化が、本開示実施例
の一般性原理を従い、かつ本開示実施例に開示されない本技術分野の周知常識と慣用技術
手段を含む。明細書と実施例は、例示的なもののみとして見なされ、本開示の本当の範囲
と精神は以降の請求項によって指される。
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【０１９９】
　理解すべきなのは、本発明実施例は上記に述べられ且つ図に示す精確構造に限定される
ものではなく、範囲を逸脱しない限り、様々な補正と変化することができる。本公開実施
例の範囲は、添付した請求項のみに限定される。
【産業上の利用可能性】
【０２００】
　本開示実施例は、インテリジェントパッドのユーザーのアイデンティティ情報を確定す
ることによって、ユーザーのアイデンティティ情報に応じてユーザーのプリファレンス情
報を確定し、インテリジェントパッドに関連する表示設備へプリファレンス情報を展示す
る指令を送信し、インテリジェントパッドのユーザーのプリファレンス情報を展示するこ
とを実現し、ユーザーが大量のデータから手動で自分のプリファレンス情報を選択するこ
とを避けて、検索効率を高めて、ユーザーが使用しやすくする。
【０２０１】
　本開示実施例は、まず、インテリジェントパッドに位置する対象がユーザーであるかど
うかを判断し、対象がユーザーである場合、ユーザーのアイデンティティ情報を確定する
。非人体の他の物体をフィルタし、ユーザーのみを識別してアイデンティティ情報を確定
し、他の物体を識別しないため、アイデンティティ情報を確定する効率を高める。
【０２０２】
　本開示実施例において、インテリジェントパッドの温度データを収集し、温度データを
予め記憶する人体温度範囲と比較し、温度データが予め記憶する人体温度範囲内にある時
にインテリジェントパッドにおける対象がユーザーであると判断し、これによって、判断
効率を高めることができる。
【０２０３】
　本開示実施例において、インテリジェントパッドにおける圧力情報を収集し、インテリ
ジェントパッドにおける圧力情報を収集できる点に応じてインテリジェントパッドにおけ
る対象の形状を確定し、確定した形状を予め記憶する人体形状と比較し、これによって、
インテリジェントパッドにおける対象がユーザーであるかどうかを判断でき、判断効率を
高める。
【０２０４】
　本開示実施例において、インテリジェントパッドにおける圧力情報を収集することによ
って、インテリジェントパッドにおける圧力情報を収集できる点に応じて応力印加面積を
確定し、圧力情報と応力印加面積の比率を計算し、前記インテリジェントパッドにおける
対象の密度を取得し、計算した密度が予め記憶する人体密度範囲内にある時、対象がユー
ザーであると判断する。密度でインテリジェントパッドにおける対象がユーザーであるか
どうかを判断し、判断正確率を高める。
【０２０５】
　本開示実施例において、生理パラメータとデータ表における各サンプル生理パラメータ
の差分値を計算し、各差分値から許可変動範囲内の目標差分値を選出し、さらにユーザー
のアイデンティティ情報を確定することによって、生理パラメータに応じてアイデンティ
ティ情報を確定できる。生理パラメータについて、ユーザーを確定する時に収集したため
、アイデンティティ情報を確定する時に他のデータを収集する必要がなく、資源を節約で
きる。
【０２０６】
　本開示実施例において、履歴生理パラメータに対して平均値を求め、サンプル生理パラ
メータを取得し、かつユーザーのアイデンティティ情報とサンプル生理パラメータの対応
関係を確立し、データ表を取得することによって、サンプル生理パラメータの信頼性を高
める。
【０２０７】
　本開示実施例において、ユーザーの第二履歴時間帯内の運動パラメータを取得し、運動
パラメータをユーザーの運動上限値及び運動下限値と比較し、比較結果に応じてユーザー
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整し、生理パラメータが運動パラメータに従って変動する要素を考えて、許可変動範囲の
正確度を高め、さらに、アイデンティティ情報を確定する正確度を高める。
【０２０８】
　本開示実施例において、収集した生物特徴情報を予め記憶する正規ユーザの生物特徴情
報と比較して、ユーザーのアイデンティティ情報を確定することによって、確定の正確度
を高めることができる。
【０２０９】
　本開示実施例において、ユーザーが端末のアプリケーションにログインするときに使用
するアカウント情報を読み取り、アカウント情報に応じてユーザーのアイデンティティ情
報を確定することによって、確定の効率と正確率を高める。
【０２１０】
　本開示実施例において、ユーザーのアイデンティティ情報に応じて第三履歴時間帯内の
前記ユーザーの履歴観覧情報を読み取り、履歴観覧情報を分析しユーザーのプリファレン
ス情報を取得し、プリファレンス情報を取得する正確率を高める。
【０２１１】
　本開示実施例において、ユーザーがインテリジェントパッドに接触する順序に従ってプ
リファレンス情報の順序を確定し、先にパッドに接触するユーザーが自分の好きな情報を
優先的に見る権利があり、ユーザー体験を高める。
【０２１２】
　本開示実施例において、表示設備へスタートアップ指令とプリファレンス情報を展示す
る指令を送信することによって、自動的にスタートアップ、かつプリファレンス情報を展
示することを実現し、ユーザー体験を高める。
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